
紙ごみ減量標語応募作品 242014. ３月号紙ごみ減量標語応募作品25 2014. ３月号 「ポイポイと　ゴミを捨てて　ゴミんなさい」坂口とき子（マキノ） 「ポイすてを　しない　させない　キレイだな」林　杏香（新旭）

免
除
期
間
の
保
険
料
納
付
の
取
扱
改
善

　
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
等
の

理
由
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料
が
免

除
（
法
定
免
除
）
さ
れ
て
い
る
期
間

は
、
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ（
※
１
）んが
、
平
成
26
年
４
月
の
改
正
に

よ
り
、
本
人
が
申
出
し
た
期
間
（
平
成

26
年
４
月
以
降
の
期
間
に
限
る
）
に
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年

金
に
上
乗
せ
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
「
付
加
年
金
」
や
「
国
民
年
金
基

免
除
等
に
関
す
る
遡
及
期
間
見
直
し

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
の
申
請

過
去
２
年
分
ま
で
遡
及
申
請
可
能
に

前
納
保
険
料
の
取
り
扱
い
変
更

　
国
民
年
金
保
険
料
を
前
も
っ
て
納
付

（
前
納
）
し
た
後
で
、
障
害
基
礎
年
金

を
受
け
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
保

険
料
が
免
除
（
法
定
免
除
）
に
該
当
し

た
、
ま
た
は
申
請
に
よ
る
免
除
が
承
認

さ
れ
た
場
合
、
前
納
保
険
料
の
還
付
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
26
年
４

月
の
改
正
に
よ
り
、
法
定
免
除
の
該
当

日
に
属
す
る
月
以
降
の
期
間
（
平
成
26

年
４
月
以
降
の
期
間
に
限
る
）
を
、
保

険
料
納
付
済
期
間
と
す
る
か
還
付
す
る

か
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
申
請
免
除
等
の
場
合
は
、
申

請
日
の
属
す
る
月
以
降
の
期
間
（
平
成

26
年
４
月
以
降
の
期
間
に
限
る
）
は
還

付
す
る
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

本
人
の
申
出
に
よ
り
納
付
が
可
能
に

納
付
・
還
付
の
選
択
が
可
能
に

※
２　
保
険
料
の
徴
収
権
が
時
効
消
滅
し
て

い
な
い
期
間
に
限
り
ま
す
。
２
年
１
か
月

前
ま
で
の
免
除
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ
る
と
万
一
の
際

に
障
害
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場

合
や
失
業
な
ど
の
特
例
免
除
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
す
み
や

か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
１　
免
除
期
間
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

追
納
制
度
の
利
用
に
よ
り
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
３
年
度
目
以

降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
、
経
過
期

間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま

す
。

４月から
国民年金の
取り扱いが
変わります

年  金

は
、
現
行
で
は
申
請
前
直
近
の
７
月
以

降
の
月
が
免
除
の
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
平
成
26
年
４
月
の
改
正
後
は
、
過

去
２
年
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料

の
免
除
を
申（
※
２
）請す

る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、学
生
納
付
特
例
制
度
の
場
合
、

現
行
で
は
申
請
前
直
近
の
４
月
以
降
の

月
が
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
改
正

後
は
、
過
去
２
年
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
申（
※
２
）請す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
災
害
ま
た
は
失
業
等
に
よ

る
免
除
の
申
請
は
、
現
行
で
は
申
請
を

行
っ
た
日
の
属
す
る
年
度
ま
た
は
そ
の

前
年
度
に
お
い
て
災
害
等
の
事
由
が
生

じ
た
場
合
の
み
特
例
要
件
と
し
て
認
め

ら
れ
ま
す
が
、
改
正
後
は
、
災
害
等
の

事
由
が
生
じ
た
年
の
翌
々
年
６
月
（
学

生
納
付
特
例
制
度
の
場
合
は
翌
々
年
３

月
）
ま
で
の
期
間
に
対
し
免
除
の
申（
※
２
）請

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

金
」
に
加
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
前
納
や
口
座
振
替
を
利

用
す
る
こ
と
で
保
険
料
の
割
引
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

　
現
在
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
法
定
免
除
と

な
っ
た
場
合
に
、
免
除
の
該
当
日
後
に

納
付
さ
れ
て
い
た
保
険
料
を
還
付
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、改
正
後
は
、

本
人
が
納
付
申
出
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
保
険
料
納
付
済
期
間
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
26
年
４
月
に
法
定
免
除

に
該
当
す
る
場
合
は
、
平
成
26
年
３
月

分
の
保
険
料
か
ら
納
付
申
出
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

付
加
保
険
料
の
納
付
期
間
見
直
し

　

国
民
年
金
の
付
加
保
険
料
が
納
期

限
（
翌
月
末
日
）
ま
で
に
納
め
ら
れ
な

か
っ
た
場
合
、
現
行
で
は
、
付
加
保
険

料
納
付
の
辞
退
申
出
が
あ
っ
た
と
み
な

さ
れ
、
納
期
限
後
に
納
付
さ
れ
た
付
加

保
険
料
は
還
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、平
成
26
年
４
月
の
改
正
後
は
、

国
民
年
金
の
一
般
保
険
料
と
同
様
に
過

去
２
年
分
ま
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
平
成
26
年
３
月
分
以
降
の

保
険
料
か
ら
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

２
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
付
可
能
に

保
険
年
金
課

　
（
２
５
）
８
１
３
７

　
大
津
年
金
事
務
所
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７
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保険年金課　 （25）8137

　70 歳～ 74 歳の方がお医者さんにかかる時の
自己負担割合が変わります。

①昭和 19 年４月１日以前に生まれた方：１割

　３月中旬に高齢受給者証を郵送します。

②昭和 19 年４月２日以降に生まれた方：２割

　70 歳の誕生月の中旬に高齢受給者証を郵送し
ます。翌月から有効です。
※１日生まれの方は、誕生日が属する月の前月に

郵送します。誕生月から有効です。

　70 歳から 74 歳までの方の自己負担割合は、
負担を軽減するため１割に凍結されていました。
平成 26 年４月から原則２割に段階的に戻されま
す。新たに 70 歳になる方から２割負担となり、
平成 31 年度には全体が２割負担となります。な
お、現役並み所得者の自己負担割合は３割の
ままで変更はありません。

70 ～ 74 歳の方の
自己負担割合が変わります

社会保険に
加入されていませんか ?
　高島市の国民健康保険被保険者証をお持ちの方
が、就職などで会社等の健康保険に加入されたら、
資格喪失手続きが必要です。国保の資格は自動的
には喪失しません。保険税の納付義務が継続しま
すので、必ず手続きしてください。

【手続きに必要なもの】
・現在お持ちの国保の被保険者証
・新しく加入された社会保険等の保険証
・印鑑

国民健康保険証の切替は
「毎年４月１日」です
　新しい被保険者証（カード）を３月末に世帯主
へ郵送します。紛失などに注意し、大切に保管し
てください。なお、古い被保険者証は４月以降に、
自分で廃棄していただくか、保険年金課または各
支所窓口へご返却ください。

《有効期限を確認してください》

　有効期限：平成 27 年３月 31 日

　ただし、次の方は年度途中となっていますので
ご確認ください。
　◎ 退 の被保険者証をお持ちの方で 65 歳になら

れる方
　　　65 歳の誕生月の月末まで
　◎ 75 歳になられる方
　　　75 歳の誕生日の前日まで
　　　※ 75 歳からは後期高齢者医療制度に変わ

ります。手続きは不要です。

㊫の被保険者証を交付しています
　高島市の国民健康保険被保険者証をお持ちの方
が、大学や高校などに就学のために転出される場
合に、特例として㊫の国民健康保険被保険者証を
交付することができます。希望される方は、手続
きを行ってください。（毎年申請が必要です。）

【手続きに必要なもの】
・お持ちの被保険者証
・有効期限または発行年月日が平成 26 年４月１

日以降の学生証、在学証明書等
・印鑑

国  保


